
場の割合を 60％以上」の目標を掲げて事業場に働

きかけを行ってきました。労働安全衛生調査の結

果からは目標は達成されたことになっております

が、集団分析の実施は任意の取組みであり、追加

料金が発生します。基本的取組みで事業場にとっ

てのメリットが実感できる形が望ましい状態であ

ると考えます。 

ストレスチェックの意義や原則等をよく理解さ

れていないなぁと私が感じた例をご紹介します。

どこが問題なのか考えてください。 

その 1［(テレビに CM を出しているくらい広く事

業展開しているトラック事業者の営業所での担当

者と労働者(ドライバー)の会話]：「○○さんスト

レスチェック、自宅に送られて行ったの、コピー

取って本社に送らなくちゃならないので持ってき

てくださいね」 

その 2 [産業保健セミナー(WEB)の受講者からの

事前質問の内容]：「ストレスチェック後のフォロ

ーの仕方、取り組み方を教えていただきたい」 

 どちらも職場で実施する健康診断と同様に事業

場で記録を保存しなければならない、ストレスチ

ェック後の労働者に対して事業場が事後措置を取

らなければならないといった思い込みや、制度へ

の誤解があると思われます。今後労働者 50 人未

満の事業場にストレスチェックが導入された際

に、安全衛生推進者(衛生推進者)等の担当者がこ

のような課題に直面しないか、守秘義務等に配慮

しながら実施事務を行うことができるのかが心配

です。 

 前述の厚生労働大臣の会見の内容にあった「地

域産業保健センターの体制を整備していく」方針

はコーディネーターとしてはありがたいことでは

ありますが「忙しくなるなぁ」というのが率直な

感想です。 

 

 

  

秋田県内在住の産業カウンセラーの皆さん、こんにちは！  回覧板春号をお届けします！  

～ ストレスチェックについて ～ 

関 雅幸 

秋田産業保健総合支援センターの産業保健相談

員(メンタルヘルス担当)とメンタルヘルス対策・

両立支援促進員、大曲仙北地域産業保健センター

のコーディネーターを拝命しております。前職は

秋田労働局の安全衛生担当(産業安全専 

門官、労働衛生専門官等)です。 

ストレスチェックの実施が労働者 

50 人未満の事業場にも義務づけられ 

ることになりました。(従来は努力義務) 令和 7 年

3 月 14 日、労働安全衛生法の改正案が閣議決定

され、今国会で改正法が成立すれば、公布から 3

年以内に施行される予定です。 

厚生労働大臣は「その実効性を高めるためには、

中小企業の負担に配慮して、支援を行うことが重

要であると考えています。このため、まず施行ま

での十分な準備期間を確保すること、高ストレス

者の面接指導を無料で行う地域産業保健センター

の体制を整備していくこと、中小企業における実

施体制・実施方法についてのマニュアルの整備を

行うことなどにしっかりと取り組んでいきたいと

考えています。」と会見で述べておられます。 

現状の労働者 50 人以上の事業場の取組みは、

平成 27 年 12 月 1 日から施行されておりますが、

事業場を訪問し事業者や担当者とお話すると、い

まだに「ストレスチェック実施による事業場にと

ってのメリットが実感できない。」とお聞きする場

合が多いです。 

国は第 13 次労働災害防止計画(13 次防、令和

5 年度からは 14 次防期間中)に「ストレスチェッ

クの結果を集団分析し、その結果を活用した事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
秋田県運営部への問い合わせなどにご利用ください。  

運営部長連絡先  080-9259-6005 

メール  jaico_akita●yahoo.co.jp 
スパムメール防止のため、●を＠に置き換えて

ご利用ください  
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